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2013 年 10 月 10 日 

みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 

中国アドバイザリー部 

―中国（上海）自由貿易試験区関連― 
 

みずほ中国 ビジネス・エクスプレス 

（ 第 280 号 ） 

 

上海市人民政府、 

自由貿易試験区における外商投資の 

参入制限・禁止リストを発表 
 

 平素より格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。 

 

 上海市人民政府は、2013 年 9 月 29 日付で『「中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置

（ネガティブリスト）（2013 年）」の印刷・配布に関する公告』（滬府発[2013]75 号、以下『75 号公告』

という）を発布し、中国（上海）自由貿易試験区（以下「上海自由貿易区」という）において外商投資

の参入を制限・禁止する業種のリスト（通称「ネガティブリスト」）を発表しました。 

 

 外商投資政策の一大転換 

 2013 年 9 月 29 日に外高橋保税区、外高橋保税物流園区、上海浦東空港総合保税区、洋山保税港区の

税関特殊監督管理区域 4カ所を改組して設立された上海自由貿易区では、外商投資のプロジェクトや企

業設立に関する認可・批准手続を原則不要とする規制緩和措置が実施されており、内資企業と同様に届

出のみで外商投資企業を設立できるようになっています。現行規定が外商投資企業の設立 1社ごとに商

務部門の批准を必要としていることを考えれば、届出管理は外商投資政策の一大転換と見ることもでき

ます。 

 この規制緩和を実施するため、全国人民代表大会常務委員会は 2013 年 8 月 30 日に『中国（上海）自

由貿易試験区において関連法律が規定する行政審査・批准の一時的な調整を国務院に授権することに関

する決定』（以下『決定』という）を可決・公布。外商投資企業に関する基本法規である『外資企業法』

『中外合資経営企業法』『中外合作経営企業法』（いわゆる「外資三法」）の一部条項の執行を上海自由

貿易区に限定して一時的に停止し、2013 年 10 月 1 日から 3年間を試行期間として、外商投資企業の設

立・変更、経営期限の延長等に係る審査・批准手続を届出管理へと改める決定を下しています。 

 ただし、すべての業界・業種が届出管理の対象となるわけではなく、「ネガティブリスト（负面清单）」

に掲載された業種については参入が禁止されるか、参入に一定の制限・条件が課されます。上海自由貿
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易区の総合計画である『中国（上海）自由貿易試験区総体方案』（以下『総体方案』という）1は「試験

区の外商投資が国民待遇等と合致しないネガティブリストを研究・制定し、外商投資管理モデルを改革

する」ことを明記しましたが、リストの中身については不明なままで、『決定』施行を前に具体的なリス

トの発表が待たれていました。 

 

 リストは 18 業界で 190 項目 

 ネガティブリストは、『総体方案』と『外商投資産業指導目録（2011 年改訂）』に基づいて 190 項目の

特別管理措置を列挙しています。『外商投資産業指導目録』の制限類・禁止類に加え、業界ごとの特殊規

定等を根拠とする合弁・合作限定、中国側持分支配、外資出資比率上限、最低資本金額といった制限事

項で構成されており、その範囲は『国民経済業界分類およびコード』（GB/T 4754-2011）全 20 業界のう

ち 18 業界に及んでいます2。『総体方案』で規定されているサービス業拡大開放措置（6 分野 18 業種）

を除けば、既存の外資参入規制を大きく変更する意図はないことがうかがえます。 

 リストに掲載されていない業種については、原則としてプロジェクトと企業設立の届出のみで参入で

きます3が、外資によるＭ＆Ａや上場企業への戦略投資等に対しては関連規定が適用されるほか、Ｍ＆Ａ

関連の安全審査、独占禁止審査についても所定の手続を経る必要があります。 

＊ 

 今回発表されたネガティブリストが「2013 年」と銘打っていることからも推察されるとおり、将来的

に「2014 年版」「2015 年版」のリストが発表される可能性もあります（9月 29 日の上海自由貿易区設立

記者会見における中国（上海）自由貿易試験区管理委員会の戴海波・常務副主任の発言）。上海自由貿易

区の発展に伴って、さらなる規制緩和・市場開放も期待されます。 

 『75 号公告』の詳細については、3ページからの日本語仮訳（リストの前文のみ）および 5ページか

らの中国語原文をご参照ください。 

 

【みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 中国アドバイザリー部 月岡直樹】 

 

 

 

                             
1 『総体方案』の詳細については、『みずほ中国 ビジネス・エクスプレス』第 279 号をご参照ください。以下の URL よりダウンロードで

きます。⇒ http://www.mizuhobank.com/china/jp/fin_info/pdf/BusinessExpressNo.279.pdf 
2『国民経済業界分類およびコード』20 業界のうち、「S 公共管理、社会保障および社会組織」と「T 国際組織」がネガティブリストの適

用除外となっています。また、「H 宿泊および飲食業」と「O 住民サービス、修理およびその他のサービス業」に対しては制限・禁止事

項がないため、実際に特別管理措置が及んでいる範囲は 16 業界となっています。 
3 国務院が国内投資プロジェクトに対する認可の保留を規定している場合を除くとしています（『総体方案』第 2条第 2 項 3、『中国（上

海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2013 年）』説明）。 
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（日本語仮訳） 

上海市人民政府 

滬府発[2013]75 号 

『中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2013 年）』 

の印刷・配布に関する公告 

 

 外商投資に係る法律・法規、『中国（上海）自由貿易試験区総体方案』、『外商投資産業指導目録（2011

年改訂）』に基づき、ここに『中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリス

ト）（2013 年）』を公布する。 

 特にここに公告する。 

 

 付属文書：中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2013 年） 

 

上海市人民政府 

2013 年 9 月 29 日 

 

 

付属文書 

中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2013 年） 

 

説明 

 

 『中国（上海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2013 年）』（以下「ネ

ガティブリスト」という）は、外商投資に係る法律・法規、『中国（上海）自由貿易試験区総体方案』、

『外商投資産業指導目録（2011 年改訂）』等を依拠とし、中国（上海）自由貿易試験区（以下「自由貿

易試験区」という）内で外商投資プロジェクトおよび外商投資企業設立に対して採用する、国民待遇等

と合致しない参入措置を列挙している。ネガティブリストは、『国民経済業界分類およびコード』（2011

年版）に基づき分類・編成しており、18 の業界分類を含んでいる。「S公共管理、社会保障および社会組

織」、「T国際組織」の 2業界分類には、ネガティブリストを適用しない。 

 

 ネガティブリスト以外の領域に対し、外商投資プロジェクトを認可制から届出制に改め（国務院が国

内投資プロジェクトに対する認可の保留を規定している場合を除く）、外商投資企業の契約・定款の審

査・批准を届出管理に改める。 

 

 列挙された外商投資参入特別管理措置を除き、外商投資による国家および中国が締結または参加して

いる国際条約に禁止（制限）を規定している産業を禁止（制限）し、外商投資による国家の安全および
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社会の安全を損なうプロジェクトを禁止し、社会公共の利益を損害する経営活動への従事を禁止する。 

 

 自由貿易試験区内の外資による合併・買収、外国投資家による上場会社に対する戦略投資、国外投資

家によるそれが所有する中国国内企業の持分での出資は、関連規定の要求に合致しなければならない。

国家安全審査、独占禁止審査に係わる場合、関連規定に基づき手続を行う。 

 

 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資家による自由貿易試験区内での投資は、ネガテ

ィブリストを参照して執行する。内地と香港特別行政区、マカオ特別行政区による『さらに緊密な経済

貿易関係の構築に関する取決め』およびその補充協議、『海峡両岸経済協力枠組協議』およびその後続の

『海峡両岸サービス貿易協議』、わが国が署名した自由貿易協定において自由貿易試験区に適用し、かつ

条件に合致する投資家に対してさらに優遇する開放措置がある場合、関連協議もしくは協定の規定に基

づき執行する。 

 

 外商投資に係る法律・法規および自由貿易試験区の発展需要に基づき、ネガティブリストは適宜、調

整を行う。 
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（中国語原文） 

上海市人民政府 

沪府发〔2013〕75 号 

关于公布《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年）》 

的公告 

 

  根据外商投资法律法规、《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》、《外商投资产业指导目录（2011

年修订）》，现予公布《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年）》。 

  特此公告。 

 

  附件：中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年） 

 

上海市人民政府 

2013 年 9 月 29 日 

 

 

附件 

中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年） 

 

说 明 

 

  《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年）》（以下简称“负

面清单”），以外商投资法律法规、《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》、《外商投资产业指导目录（2011

年修订）》等为依据，列明中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“自贸试验区”）内对外商投资项目和

设立外商投资企业采取的与国民待遇等不符的准入措施。负面清单按照《国民经济行业分类及代码》（2011

年版）分类编制，包括 18 个行业门类。S 公共管理、社会保障和社会组织、T 国际组织 2 个行业门类不适

用负面清单。 

 

  对负面清单之外的领域，将外商投资项目由核准制改为备案制（国务院规定对国内投资项目保留核准

的除外）；将外商投资企业合同章程审批改为备案管理。 

 

  除列明的外商投资准入特别管理措施，禁止（限制）外商投资国家以及中国缔结或者参加的国际条约

规定禁止（限制）的产业，禁止外商投资危害国家安全和社会安全的项目，禁止从事损害社会公共利益的

经营活动。 

 

  自贸试验区内的外资并购、外国投资者对上市公司的战略投资、境外投资者以其持有的中国境内企业
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股权出资，应当符合相关规定要求；涉及国家安全审查、反垄断审查的，按照相关规定办理。 

 

  香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者在自贸试验区内投资参照负面清单执行。内地与

香港特别行政区、澳门特别行政区《关于建立更紧密经贸关系的安排》及其补充协议、《海峡两岸经济合作

框架协议》及其后续《海峡两岸服务贸易协议》、我国签署的自贸协定中适用于自贸试验区并对符合条件的

投资者有更优惠的开放措施的，按照相关协议或协定的规定执行。 

 

  根据外商投资法律法规和自贸试验区发展需要，负面清单将适时进行调整。 
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中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单） 

（2013 年） 
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【ご注意】 

1. 法律上、会計上の助言：本資料記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の

助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。 

2. 秘密保持：本資料記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定され、

その内容の第三者への開示は禁止されています。 

3. 著作権：本資料記載の情報の著作権は原則として弊行に帰属します。いかなる目的であれ本資料の一部または全部について無断で、い

かなる方法においても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 

4. 免責： 

（１） 本資料記載の情報は、弊行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証する

ものではありません。弊行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いません。

また、本資料における分析は仮定に基づくものであり、その結果の確実性或いは完結性を表明するものではありません。 

（２） 今後開示いただく情報、鑑定評価、格付機関の見解、制度・金融環境の変化等によっては、その過程やスキームを大幅に変更する

必要がある可能性があり、その場合には本資料で分析した効果が得られない可能性がありますので、予めご了承下さい。また、本

資料は貴社のリスクを網羅的に示唆するものではありません。 

5. 本資料は金融資産の売買に関する助言、勧誘、推奨を行うものではありません。 


